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稲敷市日中一時支援事業実施要綱 

平成１８年１０月３０日 

告示第３４号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第７７条第３項の規定に基づき、障害者及

び障害児（以下「障害者等」という。）に日中における創作活動又は生産活動の機会を提

供し、障害者等の地域生活支援の促進を図るために実施する稲敷市障害者等日中一時支援

事業（以下「事業」という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（実施主体） 

第２条 この事業の実施主体は、稲敷市とする。 

２ 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福

祉法人等に委託することができる。 

（利用対象者） 

第３条 この事業の利用対象者（以下「対象者」という。）は、法第４条第１項に規定する

障害者又は児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第４条第２項に規定する障害児であ

って、その者又はその者の保護者が市内に居住地（居住地を有しないとき又は明らかでな

いときは現在地。以下同じ。）を有する者とする。ただし、法第１９条第３項の規定によ

り他市町村（特別区含む。以下同じ。）の支給決定を受けている者を除く。 

２ 前項の規定にかかわらず、法第１９条第３項の規定により稲敷市の支給決定を受けてい

る者は、他市町村に居住地を有する者であっても対象者とすることができる。 

（事業内容） 

第４条 事業の内容は、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設又は学校の空き教室等に

おいて、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等を

行うものとする。 

２ 前項によるもののほか、必要に応じて送迎サービスその他適切な支援を行うことができ

るものとする。 

（実施時間等） 

第５条 事業の実施時間及び休業日は次のとおりとする。ただし、市長が必要であると認め

るときは、実施施設においてこれを変更することができる。 

（１）実施時間 午前７時から午後７時まで 
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（２）利用時間 １回１時間以上（送迎時間を除く。） 

（３）休業日 日曜日、国民の休日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する

休日、１２月２９日から同月３１日まで並びに翌年１月２日及び同月３日 

（利用要件） 

第６条 事業を利用することができる者は、第３条第１項に掲げる対象者であって、日中に

おいて、介護する者がいない等の理由により、活動の場を必要とする者とする。ただし、

次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用ができないものとする。 

（１）疾病その他の理由により利用することが不適当と認めるとき。 

（２）その他管理上支障があるとき。 

（利用の申請） 

第７条 事業を利用しようとする者（以下「申請者」という。）は、日中一時支援事業利用

登録申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

（利用の承認決定等） 

第８条 市長は、前条に規定する申請があったときは、申請者等に障害の程度による単価の

区分の判断基準（別紙１又は別紙２又は別紙３）に基づく事項を聴取した後、速やかに内

容を審査し、利用の可否を決定したときは、日中一時支援事業利用承認・不承認決定通知

書（様式第２号）により申請者に通知するとともに、承認した障害者等を日中一時支援事

業利用登録者名簿（様式第３号）に登載するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による利用の決定をしたときは、日中一時支援事業利用依頼書（様

式第４号）により当該事業を行う者（以下「事業者」という。）に通知するものとする。 

（障害程度区分の変更） 

第９条 障害程度区分の変更を申請しようとする者は、障害程度区分変更申請書（様式第５

号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請による障害程度区分の決定・却下を行ったときは、障害程度区分変

更・却下決定通知書（様式第６号）により、申請者に通知するものとする。 

（利用の変更及び廃止） 

第１０条 利用者の保護者は、次に掲げる事項に該当するときは、日中一時支援事業利用登

録変更（廃止）届（様式第７号）により、速やかに市長に届出なければならない。 

（１）利用者の住所等を変更したとき。 

（２）利用者の心身状況に大きな変化があったとき。 

（３）利用の中止をしようとするとき。 
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２ 市長は、前項の申請があったときは、速やかに内容を審査し、日中一時支援事業登録変

更（廃止）決定通知書（様式第８号）により利用者及び事業者に通知するものとする。 

（利用時間の上限） 

第１１条 利用者が月単位で利用することができる時間は、６０時間を上限とする。ただし、

緊急性又は一時性を伴う特段の事情があると市長が認める場合は、必要な範囲で、当該上

限を超えて利用することができる。 

（利用の取消し） 

第１２条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用決定を取り

消すことができる。 

（１）不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。 

（２）その他市長が利用を不適当と認めたとき。 

（利用契約の締結） 

第１３条 事業者は、介護等の開始の際、あらかじめ利用者等に対し、介護等の選択に資す

ると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、介護の提供の開始につい

て利用者の同意を得て、利用の契約を締結するものとする。 

（利用者負担額） 

第１４条 利用者は、次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ該当する各号に定める額（以

下「利用者負担額」という。）を事業者に支払わなければならない。 

（１）生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護を受けている世帯 無料 

（２）前号以外の世帯 対象者１人につき、市長が別表第１に定める事業に係る経費（以下

「事業費」という。）の１００分の１０に相当する額 

２ 前項第２号の規定により得られた額に１円未満の端数があるときは、その端数は切り捨

てるものとする。 

３ 別表第１に掲げるもののほか、食事、教材費等に要する費用は、利用者の実費負担とし、

事業者に直接支払うものとする。 

（利用料の減免又は免除） 

第１５条 市長は、災害その他特別の理由があると認められるときは、前条第１項第２号の

利用者負担額を減額又は免除（以下「減免」という。）することができる。 

２ 前項の規定により利用者負担額の減免を受けようとする利用者は、日中一時支援事業利

用者負担額減免申請書（様式第９号）を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、日中一時支援
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事業利用者負担額減免承認・不承認決定通知書（様式第１０号）により、利用者に通知す

るとともに、事業者に対しその旨を通知するものとする。 

（委託料） 

第１６条 第２条の規定により事業を委託する場合の委託料は、事業費から利用者負担額を

差し引いた金額とする。 

２ 事業者は、サービスを提供した月の翌月２０日までに、市長に対し、当該月に係る委託

料を日中一時支援事業費請求書（様式第１１号）、日中一時支援事業費明細書（様式第１

２号）及び日中一時支援事業提供実績記録票（様式第１３号）により一括して請求しなけ

ればならない。 

３ 市長は、前項の請求のあった日から３０日以内に内容を確認の上、委託料を支払うもの

とする。 

（遵守事項） 

第１７条 事業者は、事業に係る記録及び経費に関する帳簿を備え付けなければならない。 

２ 事業者は、利用者の身上及び家族に関して知り得た秘密を守らなければならない。 

３ 事業者は、事業の実施中の事故が発生したときは、迅速に適切な処置を講じるとともに、

事故の状況を市長に報告しなければならない。 

（事業者への指導） 

第１８条 市長は、必要があると認める場合は、指定事業者が行う、事業の内容を調査し、

適切な指導を行うものとする。 

（その他） 

第１９条 この告示に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

附 則 

この告示は、平成１８年１０月１日から適用する。 

附 則（平成２１年告示第１１号） 

この告示は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年告示第１０号） 

この告示は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年告示第４９号） 

この告示は、平成２７年８月２１日から施行する。 

附 則（平成２７年告示第６５号） 
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この告示は、平成２８年１月１日から施行する。 

附 則（平成２８年告示第３０号） 

この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年告示第５７号） 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和８年告示第３８号） 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

 

別表第１（第１４条関係） 

（単位：円） 

対象者 障害程度区分 1時間あたりの基準単価 加算 

障害者 区分1 1,110 送迎：片道540 

区分2 780 

区分3 610 

障害児 区分1 940 

区分2 780 

区分3 610 

※区分１から区分３のいずれに該当するかについては、障害の程度による単価の区分の判

断基準の結果により決定した区分とする。 

※送迎サービス加算は、利用者の居宅と提供事業所との間の送迎を行った場合において適

用する。 

※提供時間が３０分未満については、それぞれの１時間あたりの基準単価の１／２、３０

分以上１時間未満については、１時間あたりの基準単価とする。１時間を越えて発生し

た端数についても同様とする。



 

 

 

 


